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提案理由 

 

この案を提出するのは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５

号）により、下水道法が改正されたことに伴い、公共下水道及び都市下水

路の構造の基準等を定めるため、本条例を定める必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北名古屋市公共下水道及び都市下水路の構造の基準等を定める条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」と

いう。）第７条第２項及び第２８条第２項の規定に基づき、法その他の

法令に定めがあるもののほか、北名古屋市の設置する公共下水道及び都

市下水路の構造及び維持管理の基準について必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 下水及び汚水 それぞれ法第２条第１号に規定する下水及び汚水を

いう。 

⑵ 公共下水道 法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。 

⑶ 都市下水路 法第２条第５号に規定する都市下水路をいう。 

⑷ 排水施設 法第２条第２号に規定する排水施設（これを補完する施

設を含む。）をいう。 

（公共下水道の排水施設の構造の基準） 

第３条 公共下水道の排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

⑵ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水

の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、

雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透さ

せる機能を有するものとすることができる。 

⑶ 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ず

るおそれのないものとして規則で定めるものを除く。）にあっては、

覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限

する措置が講ぜられていること。 

⑷ 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステン

レス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が



講ぜられていること。 

⑸ 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可撓
とう

継

手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。 

⑹ 排水管の内径及び排水渠
きょ

の断面積は、規則で定める数値を下回らな

いものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流

下させることができるものとすること。 

⑺ 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、

減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

⑻ 暗渠
きょ

その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が

急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変

動を緩和する措置が講ぜられていること。 

⑼ 暗渠
きょ

である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化す

る箇所その他管渠
きょ

の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設け

ること。 

⑽ ます又はマンホールには、蓋（汚水を排除すべきます又はマンホー

ルにあっては、密閉することができる蓋）を設けること。 

（適用除外） 

第４条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。 

⑴ 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

⑵ 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

（都市下水路の構造の基準） 

第５条 前２条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。こ

の場合において、第３条中「公共下水道の排水施設」とあるのは「都市

下水路」と、前条中「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と読み替

えるものとする。 

（都市下水路の維持管理の基準） 

第６条 しゅんせつは、１年に１回以上行うものとする。ただし、下水の

排除に支障がない部分については、この限りでない。 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に既に存する施設

で第３条及び第５条の規定に適合しないものについては、これらの規定（そ

の適合しない部分に限る。）は、適用しない。ただし、施行日後に改築（

災害復旧として行われるもの及び公共下水道又は都市下水路に関する工事

以外の工事により必要を生じたものを除く。）の工事に着手したものの当

該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。 


